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議 案   第 １ 号  

令和８年１月２９日  

  

東大阪市都市計画審議会会長 様 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

東部大阪都市計画火葬場の決定（東大阪市決定）について（付議） 

 

 標記のことについて、都市計画法第１９条第１項の規定により、別紙のとおり付議し

ます。 
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議 案   第 ２ 号  

令和８年１月２９日  

  

東大阪市都市計画審議会会長 様 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

東部大阪都市計画道路の変更（東大阪市決定）について（付議） 

 

 標記のことについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１

項の規定により、別紙のとおり付議します。 
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東部大阪都市計画道路の変更に対する意見書の要旨と東大阪市の見解 

 

都市計画法第１７条第２項の規定により提出された意見書の要旨及び東大阪市の見解は次のとおりです。 
No. 都市計画案に係る意見書の要旨 東大阪市の見解 
1 南山麓線について、旧の大阪外環状線が代替

路線となっていますが、まず、この旧・大阪外環

状線は、瓢箪山駅前後でアーケード商店街にな

っており、かなりの距離が通行不能であり、こ

の道路を代替路線とする事ができない地域が少

なくありません。また、アーケード商店街の先

の旧・大阪外環状線も、歩道のない狭い道路に

車、自転車、歩行者が近接して通行し危険な場

所も少なくありません（写真・添付ファイルを

参照）。そこで、旧でない新しい大阪外環状線を

代替とするにしましても、これは南山麓線の計

画されていた地域からさらに遠方であり、代替

路線とするにはかなり不適当で、実際に代替路

線として使用する自動車は少ないと想像されま

す。 
この計画道路の沿線である市東南部山麓地域

は、従来公共交通の空白地域であり、長年にわた

り市民が他の手段での移動を強いられてきた地

域です。つまり公共交通の往来できる広い道路

が求められます。またこの地域は、住宅が密集

し、狭小な道路が入り組んだ、特に南北の自動車

交通がスムーズにできない地域でもあります。

公共交通や一般車のみならず、緊急車両の円滑

かつ迅速な移動や、また大地震などの大規模災

害時に緊急交通路の確保も、この住宅密集地で

ある市東南部山麓地域に必要かと考えます。こ

れらを勘案しますと、南山麓線は建設する意義

があるものと私は思惟致します。 
なお、大規模災害時の緊急交通路の観点から

申しますと、南山麓線に接続して大阪外環状線

まで往来できる東西道も必要かと思いまが、大

阪瓢箪山線を東に延長するか、あるいは大阪東

大阪線を延長するか、どうするにしろ幅 12ｍ程

度のものがあればよいと思います。 
ただ、南山麓線の路線計画が策定されました

のは、相当以前のことであり、当時は用地買収

の容易さからか、まだ市街化が進んでいなかっ

道路の都市計画は、将来まちづくり計画の方向

性との整合性を図る必要があることや、都市計画道

路の計画区域内では自由に建築できないという

制限がかけられていることから、計画決定から

長期間着手していない都市計画道路について

は、定期的に必要性を検証し、都市計画の合理

性を担保する必要があります。 
今回の検証にあたっては、都市計画道路の交

通機能、都市環境機能、都市防災機能、市街地形

成機能を評価項目として必要性の検証を行って

います。その結果、南山麓線は、隣接都市間相互

の円滑な交通処理を行うための交通機能を評価

できますが、同機能を有する代替路線が近接並

行していること及び、その他に評価できる機能

が無いことから廃止と判断いたしました。 
なお、代替路線については、都市計画基礎調

査や都市交通調査の結果を踏まえ検討しており

ます。旧大阪外環状線や大阪外環状線は、令和

３年度時点で混雑度が低く、将来も減少傾向に

あると見込まれていることから代替路線として

評価しています。 
緊急交通路については、「東大阪市地域防災計

画」において、大阪外環状線を広域緊急交通路

に、旧大阪外環状線を地域緊急交通路に指定し、

これらの緊急交通路から第 1 次避難所への避難

経路及び物資搬送路となる道路を 準地域緊急

交通路として指定しております。地域の防災面

や交通安全については道路拡幅等を個別に判断

し、交通安全対策事業などを実施しています。 
また、新たなまちづくりに関する計画が定め

られるなど、都市計画として道路の必要性が高

まれば、事業化の目途と合わせて新たに計画を

定めてまいります。 
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たと思われます地域に道路計画を置いたものと

考えられますが、現在からみますと、この計画

路線の場所もほぼすべて市街化しており、用地

買収はどこに路線を策定してもあまり変わらな

い現状になっています。現在、この計画路線は

現在市街化したこの市南東部山麓地域のかなり

東方に偏位しています。また、かなりの急斜面

のある現在の計画路線地では、幅員を 12ｍ確保

するのも大変かとも想像します。これらの点か

ら、計画路線は現在のまま事業着手するよりも、

もう少し西方に計画変更した方が良いのではな

いかと思います。地域の中心に計画した方が地

域住民の利便性への寄与も大きいでしょう。 
具体的には枚岡駅の標高からそれほど上下し

ない形で南方に延伸するのが適当かと思いま

す。その方が自転車での移動にも利便性が高い

と思われますし、またこの地域では現在バイク

で移動する住民が多いようですが、急坂が多い

この地域で転倒事故を起こした話も耳にしてお

りますので、フラットな道路であった方が、市

民の安全に寄与できるものと思われます。そし

て、この方向で南に延伸しますと、隣接する八

尾市には、ちょうどバスが運行されていた広い

南北道路が存在しますので、これとの接続も想

定出来ると思います。 
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議 案   第 ３ 号  

令和８年１月２９日  

  

東大阪市都市計画審議会会長 様 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

東部大阪都市計画道路大阪八尾線の変更（大阪府決定）について（諮問） 

 

 標記のことについて、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１

項の規定により、別紙のとおり諮問します。 
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